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養父市告示第12号 

養父市奨学金返済支援補助金交付要綱を次のように定める。 

令和８年３月４日 

養父市長  大 林 賢 一 

  

養父市奨学金返済支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、若年層の奨学金返済に係る経済的負担を軽減し、可処分

所得の増加を図り、結婚・出産・子育て等の次のライフステージへの進展を目

的として、養父市奨学金返済支援補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる奨学金） 

第２条 補助金交付の対象となる奨学金（以下「奨学金等」という。）は、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金 

(2) その他市長が認める奨学金等 

（補助金の受給要件） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する

者とする。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（専門職大学及び短期大

学を含む。）、大学院（専門職大学院を含む。）、高等専門学校、専修学校、

高等学校、その他これらに準ずる教育施設として市長が認めるものに進学し、

在学している期間に前条の奨学金等の貸与を受けた者 

(2) 補助金の申請年度において、学校教育法の規定による学年区分に基づき、

30歳に到達する学年以下の者 

(3) 申請日現在においても、継続して奨学金等の返済を行っている者 

(4) 養父市に住民登録があり、現に居住している就労者（週20時間以上の無期

雇用契約に基づいて雇用主に雇われて就業している者又は自ら起業した者）

で、最初の補助金申請日から５年を超える期間、養父市に居住する意思があ

る者 

(5) 本人及び世帯員が市税等を滞納していない者 
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(6) 養父市暴力団排除条例（平成25年養父市条例第18号）第２条第１号に規定

する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力

団密接関係者でない者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金を申

請する年度の前年度中（４月１日から翌３月31日まで）に返済した奨学金等の

返済額（以下「返済金額」という。）から、次の各号に掲げる額を控除した額

（自己負担額）の２分の１の額とする。 

(1) 奨学金返還に係る他の補助金等を受給している場合は、前年度中に当該補

助等を受けた額 

(2) 兵庫型奨学金返済支援制度の適用を受けている場合は、前年度中に当該制

度に基づき勤務先企業及び兵庫県から支給又は補助を受けた額 

２ 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

３ 補助金の額は10万円を上限とする。 

４ 繰上げ返済等による奨学金等の返済額は、返済金額に含まないものとする。 

５ 返済金額及び第１項各号の確認については、奨学金返還証明書、領収書、

通帳の写し及び他の補助金等の詳細が分かるもの、その他市長が必要と認める

書類の提出により行うものとする。 

（補助金交付期間） 

第５条 補助金は、第３条第２号に規定する要件を満たす期間内において、通

算５年（５回）を限度として交付するものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、養父市奨学金返済支援補助金交

付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、毎年度、市長に

提出しなければならない。ただし、２年目以降は、第１号及び第２号を省略す

ることができる。 

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証明できるもの 

(2) 居住宣誓書（様式第２号） 

(3) 奨学金返還証明書、領収書、預金通帳の写し等、返済金額を証明できるも

の 
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(4) 交付申請時点で現住所を証するもの（世帯全員の住民票、続柄が記載され

たもの） 

(5) 雇用証明書（様式第３号）等により就労を証明できるもの 

(6) 奨学金返済に係る他の補助金等を受給している場合は、その詳細が分かる

もの 

２ 前項の申請書の提出期限は毎年、12月末日とする。 

（補助金の交付決定と交付方法） 

第７条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容について審査し、

補助金の受給要件を備えるときは、第４条により算出した金額の交付の可否を

決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、養

父市奨学金返済支援補助金交付決定通知書（様式第４号）又は養父市奨学金返

済支援補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものと

する。 

３ 市長は、交付の決定をしたときは、当該申請者の指定する口座に振り込む

方法で、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第８条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、養父市奨学金返済支

援補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めると

き。 

(2) この告示の規定又は交付決定の内容に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不当であると認めると

き。 

２ 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されてい

るときは、期限を定めて養父市奨学金返済支援補助金返還命令通知書（様式第

７号）により、その返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 
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この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


